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不開示理由等 所管局部課等

1 R5.6.9 R5.8.4
局内説明資料（有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ
等）の令和３年度地下水測定結果と公表につ
いて）

18 1
環境局 環境改善部 化学物質
対策課

2 R5.6.9 R5.8.4

（１）令和３年度　地下水概況調査等委託
（単価契約）計画書
（２）令和４年度　地下水概況調査等委託
（単価契約）計画書
（３）令和３年度の地下水概況調査等に係る
調査地点の推薦について（依頼）（起案文書
及び回答文書）
（４）令和４年度の地下水概況調査等に係る
調査地点の推薦について（依頼）（起案文書
及び回答文書）
（５）令和５年度の地下水概況調査等に係る
調査地点の推薦について（依頼）（起案文
書）
（６）令和３年度地下水概況調査対象井戸の
所有者等への調査協力依頼について（区部）
（７）令和４年度地下水概況調査対象井戸の
所有者等への調査協力依頼について（区部）
（８）令和３年度　地下水概況調査結果報告
書
（９）令和４年度　地下水概況調査結果報告
書
（10）令和元年度に審査請求を受理した対象
公文書（27環改化第360号「地下水の水質調

766 1 1 1 1 1 別紙１のとおり
環境局 環境改善部 化学物質
対策課

3 R5.7.30 R5.8.10

2023年4月17日付環境影響評価審議会委員へ
の説明資料「神宮外苑地区市街地再開発事業
環境アセス審議会について」完成までの検討
に関する全ての文書又は電磁的記録。会議・
打ち合わせの議事録、メール連絡を含む。特
に、日本イコモス指摘に対して事業者が回答
すると決定した経緯、2回に分けて実施する
と決定した経緯を含む

日本イコモス指摘に対して事業者が回答すると決定し
た経緯については、東京都環境局ホームページにおい
て、審議会議事録・資料（令和4年度）の第11回総会
の議事録・速記録
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/confe
rence/assessment/environment_council/minute_R4/i
ndex.files/23.01.30_s11_sokki.pdf
にて公表していることから、情報公開条例第18条第２
項に基づき却下とする。

上記以外は文書及び電子的記録が存在しない。

環境局 総務部 環境政策課

4 R5.7.30 R5.8.10

環境影響評価審議会（2023年4月27日）の事
前に予定されていた3者（三井不動産、日本
イコモス、東京都）の打ち合わせに関する以
下3 点の全ての文書又は電磁的記録。メール
連絡、会議・打ち合わせの記録を含む
（1）環境局椿野貴史課長が日本イコモスに
実施を提案するに至った経緯
（2）中止に至った経緯
（3）東京都と事業者のやりとり

1
本件請求内容に係る公文書は現に保有しておらず、存
在しない。

環境局 総務部 環境政策課

5 R5.6.20 R5.8.18

・平成２２年度汚染井戸周辺地区調査委託
（単価契約）報告書
・平成２３年度汚染井戸周辺地区調査委託
（単価契約）報告書
・平成２４年度汚染井戸周辺地区調査委託報
告書
・平成２５年度汚染井戸周辺地区調査委託報
告書
・平成２６年度汚染井戸周辺地区調査結果報
告書
・平成２７年度地下水概況調査等委託汚染井
戸周辺地区調査結果報告書
・平成２８年度汚染井戸周辺地区調査結果報
告書
・平成２９年度地下水概況調査等委託汚染井
戸周辺地区調査結果報告書
・平成３０年度汚染井戸周辺地区調査報告書
・平成３１年度汚染井戸周辺地区調査報告書
・令和２年度汚染井戸周辺地区調査結果報告
書
・令和３年度汚染井戸周辺地区調査結果報告

29 1
環境局 環境改善部 化学物質
対策課

決定区分 （根拠規定）条例７条



6 R5.6.20 R5.8.18

・平成２２年度ヘキサダイアグラム
・平成２３年度ヘキサダイアグラム
・平成２４年度ヘキサダイアグラム
・平成２５年度ヘキサダイアグラム
・平成２６年度ヘキサダイアグラム
・平成２７年度ヘキサダイアグラム
・平成２８年度ヘキサダイアグラム
・平成２９年度ヘキサダイアグラム
・平成３０年度ヘキサダイアグラム
・平成３１年度ヘキサダイアグラム
・令和２年度ヘキサダイアグラム
・令和３年度ヘキサダイアグラム
・令和４年度ヘキサダイアグラム

25 1
環境局 環境改善部 化学物質
対策課

7 R5.8.17 R5.8.30

水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施
設使用届出書（24環自水届第498号）、氏名
等変更届出書（４環自水届第116号）、特定
施設使用廃止届出書（４環自水届第117号）

10 1
請求者の求めにより、以下の情報を請求対象外とす
る。
個人情報（担当者氏名、個人メールアドレス）、印影

環境局 自然環境部 水環境課

8 R5.7.3 R5.8.31

・２環多自第636号　森林法第10条の２に基
づく開発行為について（指示）
・３環多自第448号　森林法第10条の２に基
づく開発行為について（指示）

2 1 1

不開示とした事業者名及び指示内容については公表事
項ではなく、また公にすることで事業者の競争上又は
事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるこ
とから、情報公開条例第７条第３号に該当する。

環境局 多摩環境事務所 自然
環境課



開示しない部分（非開示情報） 非開示条項 非 開 示 理 由

条例７条６号

　採水の調査依頼を行う際には、井戸所有者名及び井戸の所
在地を公表しないことを条件にして協力を得ており、実際に
各調査対象井戸の有機フッ素化合物等の濃度は、井戸の具体
的な位置が特定されない形で公表されている。このため、こ
れら井戸の所在地に係る情報を公にした場合、風評被害や地
価の下落等が生じ、井戸所有者（個人、法人又は行政機関）
の利益を不当に損ねるおそれがある。その結果、今後東京都
が行う類似の調査においても協力を得られなくなり、地下水
の汚染調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め。

条例７条２号、
３号、６号

　井戸所有者が個人である場合は、特定の個人を識別できる
情報であるため７条２号に該当する。また、法人所有である
場合は、公にすることにより、公表されている有害物質の調
査結果と合わせることで、当該法人の事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認めれるため７条３号に該当
する。さらに、行政機関（関係区市町村）の所有である場
合、公表されている有害物質の調査結果と合わせることで、
井戸の所在する行政施設の管理運営に際し、地域住民等から
無用の混乱や憶測を招き、当該施設の管理運営の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため７条６号に該当する。

2

井戸の深さ・種類に関する情報、井戸の用途、掘
削時期、設置年、取水施設（井戸周囲の状況、井
戸位置図、井戸見取図等）及び水質（水温、ｐｈ
値、電気伝導度、溶存酵素、臭気、色相等）に関
する情報

条例７条６号

　公にした場合、既に開示されている井戸の住所のブロック
名称や、公表されている井戸の情報等と照合することで、井
戸の所在地及び井戸の所有者を相当程度特定することが可能
であり、その結果、調査対象井戸の所有者が今後東京都の行
う類似の調査に対する協力を躊躇することとなり、地下水の
汚染調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め。

3
井戸の所有者を除く非開示とした個人（行政機関
（関係区市町村）の職員、法人の従業員等）の氏
名、メールアドレス及び電話番号

条例７条２号

　個人に関する情報で特定の個人を識別することができるた
め。

4 東京都職員等のメールアドレス 条例７条６号
公にすることにより、本来の業務目的以外のメールが送付さ
れ、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

5
対象公文書８及び９のうち、外部測定機関の計量
証明書

条例７条６号

第三者の分析機関から、複製を制限することを条件に提供さ
れていることから、公にすることで信頼が損なわれ今後の地
下水の汚染調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

6
対象公文書１のうち法人の環境ラボ平面図、及び
法人の印影

条例７条４号

建物内部の情報は、公にすることにより、建物への不法な侵
入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれが
ある。また、印影は、複写等により犯罪等に利用されるおそ
れがある。

7
【地下水】概況調査等地点回答様式「その他参考
事項」欄の非開示とした部分

条例７条６号

井戸の所有者から聴取した内容であり、公にすることで今後
の地下水の汚染調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため。

別紙１

1

井戸の所在地（町名番地）及び郵便番号並びに井
戸の所有者の氏名（名称）、住所、電話番号及び
属性情報（個人、法人、行政機関の別などに関す
る情報）、現場写真。
また、水質調査依頼文書等の宛先及び【地下水】
概況調査等地点回答様式「推薦者」欄の非開示と
した部分、水質調査依頼文別紙の調査予定井戸


